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１　教師の長時間勤務

　２００６年６月に「簡素で効率的な政府を実現す

るための行政改革の推進に関する法律」が施行

されたことにより，教育改革の課題のひとつに

教員給与が取り上げられ，「学校教育の水準の

維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の

人材確保に関する特別措置法」（以下，人材確

39『立命館産業社会論集』第４５巻第２号 ２００９年９月

保法）の存廃を含めた給与制度の見直し検討が

はじまった。給与制度改革を推進するには勤務

実態を把握することが求められるが，そこで明

らかにされたのは教師の長時間勤務の現状であ

る。

　２００６年７月から１２月にかけて文部科学省が委

託実施した「教員勤務実態調査」によると，

小・中学校教師の長時間勤務の実態は，「通常

期（第５期）」の１０月下旬から１１月中旬におけ

る勤務日１日あたり平均の残業が１時間５６分，

持ち帰りが２６分，休日１日あたりの残業が５７

分，持ち帰りが１時間２６分となっている（東京

大学，２００７）。「就業構造基本調査」によれば

２００７年における雇用者の週間就業時間は３５～４２

時間が３９.７％と最も多いながらも４３～４８時間が

２５.８％，４９～５９時間が１８.６％，６０時間以上が１２.７＊立命館大学大学院社会学研究科研究生

学校教師の勤務時間
─公立小学校担任受け持ち教諭２０名の１週間─

布川　淑＊

　本稿の目的は，学校教師における超過勤務の発生を確認し，その要因を教育活動の諸内容から推定
し，教育活動との関係から超過勤務を抑制するための課題を導出することにある。小学校学級担任の
勤務実態から，勤務日の規定の休憩時間における超過勤務，勤務日の早出・居残りの在校残業，勤務
日の持ち帰り残業があることがわかる。さらに，非勤務日の出勤と持ち帰りがある。こうした超過勤
務の内容は，学校教育活動を遂行するために必須の仕事である。教師の勤務時間内における仕事内容
は，子どもとの関わり方から直接指導と間接指導に大分類できるが，直接的な指導時間が増加する
と，それを準備処理するための間接的な時間も増加する。８時間の勤務時間内に仕事が終わらないと
いう事態にたいして，教師１人あたりの直接指導にかかる時間を短縮することが，長時間勤務を規制
するための課題になっている。
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 ％であり，そのうち正規雇用者で週４９時間以上

働く男性は４３.６％，女性は２４.１％である（総務

省統計局，２００８）。小・中学校教師の週間労働

時間を推計すれば４９時間以上の層に該当するた

め，日本の労働者が概ね長時間働くなか，学校

教師も例外ではない状況にある。

　勤務実態調査の報告を受けて，中央教育審議

会は２００７年３月に「今後の教員給与の在り方に

ついて」を答申した。答申は，「社会の価値観

の多様化や地域や家庭の教育力の低下など，近

年の学校を取り巻く環境の変化の中で，学校教

育に対する過度な期待や学校教育が抱える課題

の一層の複雑化・多様化が進んできている。こ

のような中，学校の管理運営や外部対応に関わ

る業務が増えてきており，結果として教員に子

どもたちの指導時間の余裕がなくなっている」

と述べ，教師の仕事が時間的に余裕のないもの

になっていることを確認するとともに，時間量

と仕事内容のふたつの側面から勤務実態をとら

える観点を示した。

　教師政策の一環として出された答申の目的

は，教師の資質能力向上の方策を示すことにあ

るとされており，提起する課題も多岐に渡って

いる。第１に，義務教育等教員特別手当と教職

調整額により一般行政職にくらべて優遇措置が

とられている教員給与にかかわって，正規の８

時間を超える勤務，すなわち恒常的な時間外労

働が発生している現状にたいして，メリハリの

ある給与体系の創出と教員評価の処遇への反映

が提起されている。第２に，勤務時間にかかわ

って，人材確保法を維持しながら「公立の義務

教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置法」（以下，給特法）を見直すことによって

一律の教職調整額を時間外勤務の実態に即した

支給に変更し，諸手当を廃止・創設するととも
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に，勤務時間の弾力化と将来的な変形労働時間

制の導入を模索する。第３に，子どもの心身の

発達と人格形成に責任をもつ教職において授業

指導とそれ以外の生活指導，学校運営業務が増

大している現状から，校務と学校事務にかかわ

って，校務の見直しと学校事務体制の強化が提

起され，具体的には外部人材（地域住民・退職

教員・専門職・ボランティア）の配置・充実，

事務長の配置が検討されている。第４に，学校

組織運営体制にかかわって，給料表では校長・

教頭・教諭・助教諭の４級制となっている「鍋

蓋式組織」の改編が提起され，管理職サポート

として副校長・主幹を配置した学校組織マネジ

メントにおける校長・教頭のリーダーシップの

確立，学外研修とOJTを併用した資質向上のた

めの指導主事の配置等が検討されている。

　以上のように内容が多岐に渡るとはいえ，教

師の勤務時間を縮減するために答申が提起した

具体策は，学校事務体制の効率化と学校組織運

営体制の見直しに限定されている１）。しかし，

先の「教員勤務実態調査」によると，学校運営

にかかわる仕事はもちろん，日常の授業や生活

指導にかかわる仕事が学校での残業と持ち帰り

になることによって長時間勤務が発生してい

る。したがって，学校経営のあり方を問題にす

るだけでは，時間外労働の恒常化という事態を

把握しきれない。

　教師の長時間勤務は，教師研究において教師

の多忙要因のひとつとして考察の対象になって

きた。教師の「多忙」研究は，勤務時間がどれ

くらいか，どのような仕事がどのように実践さ

れているか，勤務状況や仕事を教師はどのよう

にとらえているかを明らかにするために，勤務

時間や教育活動における多忙と教師自身の多忙

感とを分析的に区別してきた（油布，１９９５）。



とはいえ，「教師は長時間労働を強いられてお

り，『事実としての多忙』は確かに存在する。

しかしながら，それは『働き過ぎの国日本』を

再確認することにすぎず，教師にのみ特有の現

象ではなく，『教師は多忙』であるという根拠

にはなりにくい」，「長時間労働を取り出して多

忙感や多忙化の根拠とするのはいささか説得力

に欠けるのではないだろうか」２）というように，

長時間勤務を多忙の指標とすることは留保され

てきた。

　したがって，教師の多忙に関する研究は教育

活動の内容や実践の仕方と教師の意識を主要な

対象にしてきたといえる。これまでに教育活動

実践と多忙感に関する調査が精緻化され，その

実態が詳細に考察されるようになってきている

が，他方で長時間勤務は所与の前提とされ，教

育活動に要する時間量と多忙の関係は明らかに

されてこなかった。もちろん，教育予算が削減

され教育条件の改善がむずかしいという日本の

教育政策の貧困を前提にするのであれば，多忙

研究の焦点も教師の実践と意識という内在的要

因の探求に向かわざるを得ない。しかし，教育

政策上の制約があるとはいえ，学校教師が長時

間勤務になる独自の要因を明らかにするために

は，どのような時間配分でどのような仕事が行

われているのか勤務時間と教育活動との関係を

考察する必要がある。

　本稿では教育諸活動の時間配分と配置に着目

し，教師の長時間勤務の実態を明らかにする。

その際に，８時間を基準とする勤務にたいする

時間外労働を教師の超過勤務としてとらえ，そ

の発生を把握することを目的に小学校教師の勤

務実態調査の集計結果をまとめる。そして，超

過勤務にたいしては学校経営上の課題だけでな

く，教師の仕事の時間量を規定する教育条件そ
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のもののあり方への対策が求められることを明

らかにする。

２　勤務時間と教育活動の集計方法

１集計データの性格

　京都市教職員組合は，小・中・高等・特別支

援学校の組合構成員を対象に「教職員超過勤務

実態調査」を継続的に実施している３）。筆者は，

一連の調査のうち２００２年度から２００４年度に回収

された調査票の一部について提供をうけた。そ

れらは小・中学校の教師を対象に，１日２４時間

を１０分刻みにした１週間分のワークシートを用

いたもので，基本属性に関する回答の他に，

日々の活動内容が５分間隔で自由記述されてい

る。この調査のユニークな点は，記入の仕方と

活動内容が例示された上で，対象者自身がやっ

たことをできるだけそのままに書き込んでいく

という手法が採られていることにある４）。

　図１に，ある教師の１日分のワークシートを

載せている。ワークシートの時間メモリに合わ

せて活動ごとに対象者が引いた実線を時刻に表

しなおすと，諸活動の所要時間を計測すること

ができる５）。さらに，活動と時刻の記録から，

連続１週間における教師の諸活動の時間配分

と，仕事がどのように行われたのかという配置

関係を把握することができる。

　調査票のなかから，小学校で普通学級を担任

している教諭２０名によって２００２年１０月２８日

（月）から１１月３日（日）の１週間について自筆

記入されたデータに着目した６）。完全週五日制

の実施後，平日の勤務の慌しさが際立ち教師の

多忙が問題視されるのが小学校である。学級担

任制の小学校では，教科担任制の中学校とは異

なって，授業の受け持ち時間数が多く，子ども



の授業時間中に教師の空き時間がない。さら

に，昼食や清掃などの生活指導によって規定の

休憩時間を確保できない傾向にある。本稿で
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は，休憩の未取得を含めた長時間勤務の実態を

把握することを目的に，小学校普通学級担任教

諭のデータを集計する（属性は表１参照）。

ワークシート
１０月２８日（月）

行事にむけて学年でとり組むため，
打ち合わせが必要。

超過勤務要因
（自由記述）

・学芸会準備
・マラソン大会への合体
・調理実習

活動分類活動内容時刻所要時間

起床，洗面，朝食準備，朝食，家事６：００
通勤通勤８：１００：２０
学校運営の会議出欠打ち合わせ８：３００：０５
学級指導の準備準備８：３５０：０５
学校運営の会議職朝８：４００：０５
学級指導朝学習８：４５０：１５
学習指導１限授業９：０００：４５
学習指導２限授業９：４５０：４５
学校生活指導図書委員会指導１０：３００：２０
学習指導３限授業１０：５００：４５
学習指導４限授業１１：３５０：４５
学級指導給食準備，給食１２：２００：４５
学級指導給食あとかたづけ１３：０５０：２０
学習指導の事後処理読書えはがき選定１３：２５０：２０
学習指導５限授業１３：４５０：４５
学級指導終わりの会，学級通信読み合わせ１４：３００：２０
学級保護者への対応欠席児童連絡１４：５００：１０
学級指導の準備朝学習準備１５：０００：１０
学級指導の準備プリント印刷１５：１００：２０
学校運営の会議生徒指導打ち合わせ１５：３００：２０
学校生活指導健康マラソン指導１５：５００：３０
学校運営の会議発表会にむけて打ち合わせ１６：２００：４０
休憩（放課後）休息１７：０００：１０
学習指導の会議交換授業打ち合わせ１７：１００：２０
学校運営の会議月案打ち合わせ１７：３００：２０
通勤通勤１７：５００：２０

買い物１８：１０
夕食準備１８：４０
夕食１９：３０
休憩２０：２０
娯楽（新聞・テレビ）２１：１０

学習指導の準備社会授業教材研究２２：０００：３０
学校運営の準備処理書類整理２２：３００：３０

入浴２３：００
自己研鑽読書（教育書）２３：２５０：２５

就寝２３：５０

図１　ワークシートの記録事例



２先行調査の概括

　集計に用いるワークシートは，教師の仕事の

内容や所要時間の実態を詳細に反映した記録に

なっている。どのような集計方法であれば記録

に即した集計結果を得ることができるのか，教

師の勤務実態に関する先行調査を参照し，集計

項目を設計するための留意点をあげながら時間

帯と活動に関する具体的な分類項目を確定す

る。

　とはいえ，これまでに実施されてきた勤務実

態調査の多くは勤務時間の概要を把握するにと

どまっている。さらに，勤務実態調査を率先し

て実施してきたのは教職員組合であり，教育行

政による大規模な調査は後述するふたつのみで

ある。こうした事情を前提に，以下では勤務時

間と教育活動の関係の詳細に分け入った先行調

査を取り上げる。

　はじめに，教師の労働と生活の実態を生活時

間調査の方法にもとづいて分析した調査を概観
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する。１９９７年に山梨県高等学校教職員組合が実

施した「教職員の生活と勤務に関する調査」

（鷲谷，２０００a，２０００b，２０００c）では，１０分刻み

の行動時間経過について対象者が調査票に活動

項目を選択記入する方法が採られたが，これは

同調査に先立ち１９９２年に実施された同名の調査

と同じ設計になっている（全日本教職員組合，

１９９３）。これらの調査では，教師の労働と生活

の実態について労働に規定された生活の諸問題

を解明することを目的に，労働者が生活を維持

するという視点から収入を得るための時間（労

働時間）とそれ以外の生活時間（非労働時間）

が行動区分され，それらの時間配分と配置関係

が明らかにされた。すなわち，「収入生活時間」

の延長が他の生活時間を圧縮する。その場合

に，男性は「社会文化的生活時間」の調整を求

められるが，女性は「収入生活時間」と「家事

的生活時間」の負担により，「社会文化的生活

時間」を短縮させられることになっている７）。
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表１　対象者２０名の基本情報の回答



また，勤務時間外における勤務関連の行動の所

在について，収入生活時間の延長は，休日出勤

と自宅等の学校外での収入生活時間として現象

すると指摘された。

　さらに，これらの調査は教師の勤務について

時間帯別の行為者分布を「生活時間マップ」に

示すとともに，「行為者率」と「行為者平均時

間」を算出したしたおそらくはじめてのもので

ある。それによって教師の性別や学校種によっ

て異なる生活行動パターンの多様性を明らかに

する一方で，学校外での学校関連業務の残業が

常態化し，そのうち授業の準備・事後処理と学

級経営にかかわる仕事が占める割合が大きいと

いう勤務実態の共通性を指摘した。しかし，生

活時間と諸活動の関係をとらえようとする生活

時間調査の性格上，集計項目における教育活動

の分類に階層性がなく，勤務時間と具体的な教

育諸活動の関係に踏み込んだ考察はされていな

い。

　つぎに，教育行政による調査として，給特法

の制定準備段階にあたる１９６６年に文部省の実施

した「教職員の勤務状況調査」がある。これを

現在進行中の給与制度改革にともなって２００６年

に文部科学省が委託実施した「教員勤務実態調

査」と比べると，休憩は未取得のまま勤務は長

時間化し，時間外労働が続けられていることが

わかる。「教員勤務実態調査」は，児童生徒に

かかわる業務とそれ以外の業務との時間配分，

残業時間とその活動内容を把握することを目的

に教育活動の分類項目が設計されている。結果

からは，夏期には仕事が規定の勤務時間内で行

われ，休憩も取得されているが，通常期になる

と児童生徒の登校時の業務によって勤務が長時

間化し休憩も取れなくなることがわかる８）。

　これらの調査は，教師政策の要請からは一定
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独立して残業あるいは時間外労働の時間量と仕

事内容を確認してきている。しかし，教育予算

の歳出改革と連動することで，時間外労働をど

のように規制するかという課題の対策が後手に

なってきた。長時間勤務を是正する方策に関す

る検討は途上にあり，それに適した調査・研究

手法の開発も課題となっている。

　仕事の内容と時間配置が時間外労働をどのよ

うに発生させることになるのかを明らかにしよ

うとする千田（２００５）は，生活時間調査と勤務

時間調査の手法を援用しながら聞き取りや自由

記述式のワークシート，持ち帰り仕事の成果確

認などの多角的方法を用いながら，宇治久世教

職員組合の協力を得て１週間における超過勤務

の発生パターンを析出した。すなわち，基準勤

務時間内に仕事が終わらず，休憩時間中も仕事

をつづけ，それでも仕事が終わらずに，学校で

残業を行っている。さらに仕事が終わらず，持

ち帰り残業を行う，また，非勤務日に自宅や学

校，出張先で残業を行っている。千田は，持ち

帰り仕事による恒常的な長時間労働と，休憩の

未取得および長い連続作業時間が心身疲労をと

もないながら発生する勤務状況の時間的な過密

を実証し，長時間・過密労働を規制するために

受持ち時間数の削減を提言した。

３勤務時間の集計項目

　先の調査はいずれも勤務日と非勤務日（休

日）とを区別しているが，勤務時間と残業，休

憩の定義に違いがみられる。先行調査をふまえ

て時間項目を確定する際の留意点として，①１

週間を勤務日と非勤務日に区分する，②１日の

仕事時間を在校と持ち帰りに区分する，③勤務

時間のうちに在校（早出・居残り）残業を含め

る，④非勤務日の勤務を出勤と持ち帰りに区分



し，非勤務日勤務を規定の勤務時間を超える時

間外労働とみなすことがあげられる。また，⑤

休憩をとらないですすめられる仕事時間の扱

い，⑥勤務時間の総体のとらえ方，⑦持ち帰り

を残業あるいは勤務時間とみなすかどうかにつ

いては見解が異なっている。

　労働基準法は１日８時間労働と１週当たり４０

時間労働を原則と定め，また，労働時間が６時

間を超えた場合は４５分間の休憩を設けることと

している９）。京都市教職員の勤務は府・市教育

委員会の条例規則にもとづいて，午前８時３０分

から午後５時１５分までが勤務時間とされ，休憩

時間は午後０時１５分から午後１時までを原則と

する１０）。以上のことから，基準とされる勤務時

間は途中に４５分間の休憩を置いた８時間である

が，退勤時刻を定めることによって休憩を含め

た８時間４５分が教師の原則的な在校時間とされ

ている１１）。

　教師の勤務時間を集計する際には，条例規則

にあるとおり勤務時間を８時間４５分とすると休

憩の未取得が生じたとしてもその分の時間が超

過勤務とはみなされない可能性がでてくるた

め，規定勤務時間を基準勤務８時間と休憩４５分

とに区分した上で，休憩４５分のうちの未取得分

の時間については超過勤務時間として扱う。と

いうのも，特定の教師の間で長時間勤務が発生

しているのではなく，教師の大半が超過勤務を

こなす現状がある。そのため，休憩が取得され

ずに超過勤務が発生している事態を把握するた

めの区分を設けることで，その時間帯に行われ

る仕事内容を把握し，休憩中の超過勤務を勤務

時間に繰り込む必要がある。以上のことから，

規定の休憩時間において休憩を取らずに仕事を

した時間と在校して仕事をした残業時間を基準

勤務時間に加えて勤務時間とし，基準勤務時間

学校教師の勤務時間（布川　淑） 45

以外の勤務時間については超過勤務とする。

　さらに，持ち帰りを残業時間もしくは勤務時

間に含むかどうかについては，行われた活動の

内容と活動場所をどのようにとらえるかが問題

となる。仮に在校中に時間的余裕があったなら

ば遂行されたであろう内容の仕事が持ち帰りに

なる場合，仕事をした場所が学校でなくとも残

業とみなしうる。したがって，本稿の集計では

退勤後から出勤前に処理された仕事にかかった

時間も，学校で行われる仕事の延長として勤務

時間に含めることにした。

　表２に，教師が諸活動を行う時間帯を列挙

し，超過勤務が発生する可能性のある時間帯を

図２に表している。

　調査票には，各学校の所定の休憩時刻と出

勤・退勤時刻に関する質問が設けられていなか

ったので，時間帯別の仕事内容を分析するため

に便宜上それぞれの時刻を表３のように推定し

た。まず，休憩時刻については「昼食」や「昼

食準備」といった昼食指導にかかわるワークシ

ートの記入を指標に学校給食の開始時刻を確定

し，そこから４５分間とした。出勤時刻について

は，対象者によるばらつきだけでなく，勤務日

によるばらつきがあったため，「職朝」と記入

されている職員朝会の１週間のうちで最も早い

開始時刻か，「職朝」と明記されていない場合

には対象者１人ひとりの１週間の勤務日のうち

最も遅く出勤した時刻を出勤時刻と推定した。

退勤時刻は，対象者ごとに推定された出勤時刻

から８時間４５分後とした。なお，基準勤務時間

にたいする超過勤務時間を確定するために基準

とされる出勤時刻以前の仕事を早出出勤による

残業とみなしているが，それぞれの対象者にと

ってこの時間帯が超過勤務にあたるものだった

かは定かではない１２）。



立命館産業社会論集（第４５巻第２号）46

表２　時間帯の分類
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図２　超過勤務の発生可能性

表３　集計の基準となる勤務と休憩の時刻

休憩時刻
出勤から退勤までの

勤務時刻

１２：１０～１２：５５　１名
１２：１５～１３：００　５名
１２：２０～１３：０５　１４名

８：２０～１７：０５　１名
８：２５～１７：１０　３名
８：３０～１７：１５　８名
８：３５～１７：２０　１名
８：４０～１７：２５　６名
８：４５～１７：３０　１名



４教育活動の集計項目

　活動の分類について先行調査では，①教育活

動の対象となる子どもとの関係から教師の活動

を直接指導と間接指導に区別，②教育活動の性

格から，授業などの学習指導とそれ以外の活動

を区別，③子どもの学校生活の集団的基盤が同

年齢集団で構成される学級と異年齢集団で構成

される学校集団を前提とすることにかかわっ

て，教師の職務の性質も学習指導と学級にかか

わるもの，学校運営にかかわるものにおおまか

には区別されていた。

　それを参考に，本稿での区分方法を説明す

る。まず，学校教育活動は教師からみた場合

に，職務の性格や対象とのかかわり方，活動の

仕方にもとづいて区分することができる。教師

が子どもとどのようにかかわっているかを職務

の内容からみると，教育活動は学習指導，学級

指導，学校生活指導の三本柱に分類できる。さ

らに諸活動を子どもとのかかわりからみると，

三本柱はそれぞれ子どもに直接に働きかける活

動と間接的に働きかける活動に分類できる１３）。

直接指導は，子ども集団を対象にする指導と個

別指導に分類することができ，また，間接指導

は教師が集団で行うものと教師が個別ですすめ

る活動に分類できる１４）。

　さらに，調査によって通勤や休憩の扱いが異

なっており，学校教育活動に含まれないそれら

の活動を「その他」の分類項目にふりわけるも

のもあった。教師の勤務実態にかかわる集計項

目を設計する際に，学校教育活動とは区別され

るものの仕事の最中や前後に発生するこのよう

な活動をどのように位置づければよいだろう

か。休憩や休暇，通勤は仕事を続けていく上で

一定の時間を要している。とりわけ休憩・休暇

は労働者の心身の疲労回復を目的に制度的に保
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障される時間であり，休憩や休暇が取れるかど

うかは仕事が遂行される過程の過密度に関係し

てくる。したがって，それらの活動を，教師が

勤務を継続するのに必要な諸条件として把握す

るのが適切と考えられる。

　また，自主研修の扱いも調査によって異なっ

ている。現在，研修と認められるのは官制研修

のみになっているが，教師の資質能力向上は，

制度化された方策によって実現するだけでな

く，教師の自主的な活動が支えになっている。

したがって，自主的にすすめられる能力の維持

向上や実践開発のための活動を教師が仕事を続

ける際の長期的な自己研鑽とみなすことができ

る。

　以上のことから，勤務実態にかかわる教師の

諸活動を，①学校教育活動，②学校教育活動を

継続するための必要諸条件，③自主研修などの

私的な資質能力向上に分類し，表４の一覧にあ

るように分類項目と細目を作成した。これを，

ワークシートの記入結果とつき合わせ，記入さ

れた活動を仕分けする作業と分類の修正を繰り

返し，最終的に細目を表５にある２４項目に確定

した１５）。記入された活動がどの項目に該当する

かは，ワークシート内の記録だけでなく，自由

記述欄に残業が生じた理由が記されているもの

はそれを参考にし，またワークシート内の前後

の活動との関連やそれぞれの教師が担当する校

務分掌などの属性を参照しながら判断した１６）。

　なお，教師の教育活動の内容は学校種や教師

の職階によって異なる面があると考えられる。

たとえば，学外の関係機関への対応やPTAなど

の学校運営をつうじた保護者との対応に関する

仕事は２０名のワークシートに記載がなかったの

で，集計項目から除外した。このように，記録

になかった項目を除いたり記録された諸活動と



分類とが整合するように項目・細目を修正しな

がら２４項目を確定していったが，調査対象を広

げた場合には教師の諸活動はより多様な細目に

なる可能性がある。

　また，ワークシートの勤務時間の記入には，

子どもの休み時間中に空欄がみられるものがあ
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った。諸活動の合間に未記入になった空欄部分

は，特に何もしていない状況があったことを表

していると思われる。このような時間を「休

憩」とみなすか迷ったが，おそらくは何かあれ

ば即応できる態勢が取られていただろうことか

ら「仕事待機」の項目を設けることにした。

表４　教師の諸活動の分類

細目活動分類

正規の授業時間における教科・部活・総合的な学習の時間など授業１子ども集団指導
直接学
習指導

学
習
指
導

学
校
教
育
活
動教

師
の
諸
活
動

授業時間以外に行われる教科の補習，個別質問対応などの学習
指導補習２子ども個別指導

教科・授業関連の打ち合わせ，会議，研修会議３教師集団の準備
・事後処理

間接
学習
指導

学習指導にかかわる日常の相談，情報交換日常交流

教材研究，指導案・週案作成，教材作成，配布プリント印刷，
テスト作成など準備４

教師個別の準備
・事後処理 採点・丸つけ，点検・評価，指導物の確認，通知表・指導要録

記入など事後処理５

授業時間以外に行われる朝の会，朝学習・朝読書，終わりの
会，登下校指導，休み時間指導，給食，掃除，行事準備，クラ
ス係・クラス委員，安全指導，遊び指導，健康・保健・生活指
導など

学級生活６子ども集団指導直接
学級
指導

学
級
指
導

個別面談・相談，児童送り迎えなど個別学級生活７子ども個別指導

学年会，学年打ち合わせなど会議８教師集団の準備
・事後処理

間接
学級
指導

学級指導にかかわる日常の相談，情報交換日常交流９

学級懇談会，保護者会，保護者面談，家庭連絡，家庭訪問など保護者対応１０
教師個別の準備
・事後処理 学級通信作成，日記・連絡帳記入，掲示物作成，教室整理など準備処理１１

学級事務，学級会計・預り金清算など学級事務１２

行事（修学旅行，遠足，体育祭，文化祭，発表会，式など），
校内巡回，生活指導（学級以外），児童・生徒会，委員会など学校生活１３

子ども集団指導
直接
学校
生活
指導

学
校
生
活
指
導

授業時間以外の部活指導，対外試合引率部活１４

子どもの病気・事故などの対応緊急避難１５子ども個別指導

職員会議，重点研究・校内研究会・校内研修，分掌会議・打ち
合せ会議１６教師集団の準備

・事後処理

間接
学校
生活
指導

学校生活指導にかかわる日常の相談，情報交換日常交流１７

校務分掌，分掌・主任会議のための報告書作成・文書管理，備
品管理など校務分掌１８

教師個別の準備
・事後処理

出張研修・初任者研修，校外会議（学外関係）学外研修１９

PTA・保護者対応保護者対応

行政・関係団体対応（学外関係）外部対応

実務処理その他の校務２０

学校行事の準備・事後処理行事準備処理２１

空欄・無記入（子どもの休み時間中や始業前における待機）仕事待機２２

５分以上の休息・休憩，休憩の「後取り」休憩・休息２３休憩勤務継
続上の
必要諸
条件

年休・特休有休２４有給休暇

通勤通勤

自宅研修自宅研修私的な
資質能
力向上 研究会等参加研究会等参加
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表５　活動内容の記入事例
授業，授業参観，クラブ・部活指導，科学センター引率，学年となりの先生が出張のため合同で音楽の授業，学芸会合同練習
（※授業時間内），学芸会リハーサル（※授業時間内），６年生の地域の大学体験入学引率，自習指導授業１

学び教室課外補習，転入児未習内容の指導（算数），放課後登校児童補習，個別指導，リコーダー補習，居残り児童指導（お
話の絵），遅れた子への指導，子ども指導のこり勉，のこり勉指導補習２

授業研究会，交換授業打ち合わせ，TT授業打ち合わせ，研究授業参観，外教授業をみる，外教研修会，社会見学下見，校外
学習下見，生活研修会，研究授業・事後研会議（学習）３

教材準備，算数プリントつくり，教材製作，教材研究，週案かく，週案作成，週案記入，算数問題つくり・印刷，お話の絵の
本探し・読書，プリントの作成・印刷，プリントを刷る，理科準備，理科学習準備，社会授業教材研究，授業の準備，授業づ
くり，授業資料づくり，学習カード作成，丹波町へ生活科の材料調達，材料を職場へ搬入

準備（学習）４

テスト丸つけ，テスト採点，テスト処理，マルつけ，まるつけ社会，社会プリント採点，授業あとしまつ，体育用具後片づけ，
体育片付け・着がえ，ノートの丸つけ，ノート点検，ノート添削，子どものノートみる，漢字ノートまるつけ，学習ノートの
点検評価，学習プリント点検，宿題みる，宿題チェック，専科のため宿題チェック，宿題処理，プリントチェック，提出物点
検，作文添削，作文点検，音楽カードチェック，成績処理，作品処理（家庭科），読書絵はがき選定，お話の絵作品選び，お
話の絵募集票をかく，コンピューター成績処理

事後処理
（学習）５

朝指導・朝学習，おはよう読書，遊びの指導，子どもとの話し合い，教室で子どもと対話，クラスの子と話す，声かけ，教室
で子どもの対応，給食・準備・後片づけ，給食指導，給食返却，給食しまつ，給食室返却指導，掃除指導・清掃，水槽掃除，
終わりの会，下校指導，学級通信読み合わせ，ビオトープ見学，さくら学級指導，さくら学級手伝い，生徒指導，教室子ども
に連絡，休日調査

学級生活６

遅刻児童への指導，不登校児童宅へ迎えに行く，残して話をした，残して指導，個人指導個別学級生活７
学年会，学年打ち合わせ，学年会（研究発表に向けて），学年便りの打ち合わせ，語り聞かせ親との対応，自習の依頼，発表
会に向けて打ち合わせ，発表会衣装打ち合わせ

会議
（学級・学年）８

相談，学年の先生と対話日常交流９
欠席児童連絡，欠席児童宅へ電話，無届児童への電話，遅刻保護者連絡，児童の家庭に連絡，保護者宅へ電話，連絡・電話，
懇談会・個人懇談，保護者個人懇談（※懇談会実施日以外），保護者との面接，保護者との話し合い，発熱した子の家庭へ電
話，熱の出た子の家連絡，早退保護者連絡，家庭訪問，不登校自宅へ電話

保護者対応１０

学級通信作成，学級通信作り，学級だより作成，学級通信をかく，おたより作成，通信印刷，お便りの返事書き，朝学習準備，
教室で朝学習準備，朝学習プリントの印刷，学年会準備，参観日の計画，個人懇談準備，席替えの案，係活動準備，児童へのお
誕生日カードの下準備，安全カード記入，印刷物，日記点検，日記に赤ペンを入れる，教室整理，教室整備，教室点検，机整理

準備後処理
（学級・学年）１１

預り金清算，預り金報告書作成，出席統計，会計（※学年預り金担当委員），事務処理ノート，出席簿，教室で実務，実務の
処理，会計処理，会計事務学級事務１２

学習発表会，学芸会，学芸会子ども準備（※学芸会当日），学芸会指導（※授業時間外・昼休み・中間休み），発表会で使う紙
芝居作成指導（※授業時間外），発表会にむけての絵の指導，学芸会の役決め，リハーサル準備・片付け指導，舞台上のセット
作り（※昼休み），学芸会ことばの練習，学芸会幕問指導，学芸会準備，学習発表会の準備，学芸会大道具・小道具作り，劇の
用意・片付け，学芸会練習延長，発表会に向けた紙しばい作成の指導，太鼓用意（リハーサル準備），学芸会準備（昼休み楽器
搬入），看板づくり（休み時間委員会指導），図書委員会指導，児童会代表委員会，放送指導（※視聴覚主任），健康マラソン指
導，駅伝チーム朝練習・夕練，アルミ缶集め，福祉まつりに参加する児童の指導，福祉まつりの練習，生徒指導（※放課後・下
校後），生指中間休み（※主任・担当委員），みさきの家出迎え（※京都市野外教育センター奥志摩みさきの家・修学旅行・放課
後），生指（児童に事情を聞く※生指主任），生指（※生指主任），コンピューター室開放（※教育メディア主任），図書室指導

学校生活１３

延長，部活動朝練，後片付け，陸上部指導部活（授業外）１４
子どもの傷，学芸会途中，児童けがをしたので耳鼻科へ引率後自宅へ送り，一旦帰校後ランドセルをとどけた，消火器あとしまつ緊急避難１５
職朝，出欠打ち合わせ・欠席児童連絡，打ち合わせ，生徒指導打ち合わせ，学芸会打ち合わせ（他学年と），学芸会関係打ち
合わせ（※学芸的行事主任），月案打ち合わせ，来週予定の打ち合わせ，週予定打ち合わせ，研究会，人権部会，養護養成部会，
生徒指導研修会，発表会の打ち合わせ，中学年部会

会議
（学校運営）１６

生徒指導交流日常交流１７
学年だより作成・準備・印刷（※学年主任），おたより印刷（※学年主任），学年だより手直し（※学年主任），週予定表作成・
印刷・配布（※学年主任），週予定表を書く（※学年主任），研究事後研究会の記録の清書（ワープロうち※研究担当委員），
給食主任の仕事，図書館整理（※図書主任），ホームページ作成・印刷（※教育メディア主任），ホームページ作成のためビデ
オから静止画取得（※メディア主任），ホームページ作成（※メディア主任・担当委員），学芸会の資料づくり（※学芸部主
任），学芸会（はじめのことばをパソコンで打つ※学芸部主任），学芸会プログラム案づくり・確認（※学芸部分掌），学芸会関
係プリント作成（※学芸的行事主任），学芸会関係事務（※行事主任），学芸会視聴覚機器の準備（※学芸部担当委員），ビデ
オカメラ用意（※メディア分掌），学芸会放送機器調べ（※視聴覚主任），学年会計（※学年預り金担当委員），就学援助事務
処理（※就学援助担当委員），給食会計（※担当委員），大文字駅伝予選会の準備（タスキ等の点検※体育主任），駅伝チーム
データ処理，大文字予選資料（※体育主任），体育主任の仕事，畑・学校園土つくり，学芸会プログラムの印刷，コンピュー
ターアドバイザーの為のプリント作成（※メディア主任），週計画作成，銀行へ振り込み，銀行引き落とし・入力作業

校務分掌１８

まなび研修会，特別支援教育全国大会，研修会，研究会参加，図書主任会（市内出張），体育主任会（出張），体育研究会全国
大会公開授業，西京駅伝実行委員会（大文字駅伝予選に向けて），移動（※校務出張のための）学外研修１９

学校事務，書類整理，書類綴り，提出書類作成，実務処理，プリント実務処理，プリント処理，プリント整理，教室で実務の
処理，事務処理，事務処理ノート，教室で仕事，職員室で事務的仕事，職員室で作業，職員室留守番（入学届受け付け等），
印刷物，プリント印刷など，日直日誌記入，日直日誌を書く

その他の校務２０

学習発表会の準備，学芸会会場準備，学芸会用意，学芸会の演出を考える，脚本検討，音楽選び（CD→MDへ），学芸会のた
めのテープダビング，持ち帰り仕事（学芸会），学芸会のめくりプログラムつくり，発表会のめくり準備，学芸会の指導方法に
ついて，雨天の時の学芸会準備，学芸会の楽譜づくり（※持ち帰り），舞台準備・用意（※児童下校後・居残り），学習発表会
準備（※児童下校後・居残り），学芸会面づくり準備（※居残り），お面づくり，劇の衣装づくり・衣装準備（※持ち帰り），明
日のためのピアノ練習（※学芸会準備），学習発表会あとかたづけ，学芸会後片付け（※児童下校後），太鼓をかえしにまわる

行事準備処理２１

空欄・未記入（※子どもの休み時間中）仕事待機２２
休息，休憩，帰宅（※早帰り），コーヒータイム，コーヒーをのむ，分会会議，ビラまき休憩２３
特休，年休有給休暇２４

注）※は筆者による補足。



３　小学校教師の１週間

１１週間の勤務時間

　基準勤務時間内で仕事を済ませている教師は

いなかった。すべての対象者が休憩時間中に仕

事を続け，在校残業をする勤務日があり，非勤

務日には１４名が持ち帰り仕事か出勤の残業をし

ていた。持ち帰りのない教師が１名あったが，

早出と居残りの在校残業をしていた１７）。２０名の

勤務時間の長さに変動はほとんどなく，残業や

持ち帰りにかかった時間は日による違いが大き

かった。以下では，２０名の１週間について勤務

日９４日，非勤務日４０日を集計した結果にもとづ

いて，日単位でどのような時間の配分と配置で

仕事が行われたかを述べていく１８）。

　勤務時間の集計結果を表６でみると，全体平

均では１週間のうちに学校での残業が１勤務日

あたり５４分，退勤後の持ち帰り残業が１時間０１

分だった。１勤務日における超過勤務時間帯の

勤務時間は２時間４０分で，勤務時間の合計は１０

時間２９分，１非勤務日の超過勤務は１時間０１分

であった。勤務日の超過勤務の発生率が１００％

なのは，基準とされる勤務時間を超える仕事が
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毎日あることを示している。時間帯別に勤務の

発生率をみると，休憩中の超過勤務と学校での

残業もたいていの日に発生している。また，持

ち帰り残業は勤務日のうちの６７％，非勤務日の

超過勤務は５５％で生じていた１９）。

　超過勤務時間は残業だけでなく休憩の未取得

とで構成されている。有給休暇があった日以外

のすべての勤務日で，規定の休憩４５分間に渡っ

て仕事が継続されていた。休憩時間は全体平均

で６分，発生率３２％の休憩取得日には２１分であ

った。休憩が取得された時間帯を表７でみる

と，子どもの休み時間中か子どもが下校した後

の放課後，居残り残業の合間になっており，な

かでも放課後以降の時間帯に休憩が設けられる

ことが多い。残業によって勤務が長時間化する

だけでなく，休憩が取れない，あるいは休憩が

取れたとしても「後取り」になることによって

１日のうちに間断なく複数の仕事が連続する時

間も長くなっている（表８）。短時間の休憩や

仕事待機の合間に一連の仕事が一時中断すると

しても，基準勤務時間の中間にまとまった休憩

がない状況は時間的な過密勤務を生じさせるこ

とになる。

表６　勤務時間の集計結果
（勤務が発生
した日数）

発生日の平均時間
（／発生日数）

全体平均時間
（／９４勤務日）

（９４）１０：２９１０：２９１勤務日あたりの勤務時間
（９４）７：４９７：４９基準勤務時間
（９４）２：４０２：４０超過勤務時間
（９３）０：４５０：４４休憩中超過勤務時間
（９０）２：００１：５５残業時間
（６３）１：３１１：０１持ち帰り残業時間
（８４）１：０００：５４在校残業時間
（５３）０：２７０：１５早出残業時間
（７６）０：４７０：３８居残り残業時間

（勤務が発生
した日数）

発生日の平均時間
（／発生日数）

全体平均時間
（／４０非勤務日）

（２２）１：５２１：０１１非勤務日あたりの勤務時間
（２）１：４７０：０５出勤残業時間
（２０）１：５３０：５６持ち帰り残業時間



　小学校で学級担任をする教師は，１週間のう

ちの勤務日において８時間を基準とする勤務時

間内に仕事を処理しきれず，勤務中に休憩を十

分取らないまま在校残業をこなし，勤務日だけ

でなく非勤務日に持ち帰り仕事をする。このよ

うな超過勤務が常態化しているということが教

師の長時間勤務の実態である。

２教育活動と勤務時間

①　指導内容の構成

　勤務時間中の教育諸活動の構成を図３・４で

みると，三本柱ですすめられる教育活動のうち

の５割が学習指導にかかわる仕事で占められて

いる。勤務日には学習指導のつぎに学級指導の

占める率が高くなるが，非勤務日になると学校

生活指導の方が多くなっている。間接指導にあ

たる仕事は勤務日のうちの４１％を占め，非勤務

日には９５％となっている。
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　指導時間の配分を示した表９によってそれぞ

れの指導の発生率を確認すると，勤務日の直接

指導と間接指導が１００％であり，子どもの直接

指導のために教師が間接指導を日々行うことは

不可欠になっている。また，間接指導のうち教

師が集団で行うものが８９％，個別で行うものが

９９％の率で発生しており，毎日の仕事は集団組

織的にすすめる形態と単独ですすめる形態で担

われていることがわかる。

　勤務日の勤務時間のなかで教師の仕事がどの

ように配分されているのか指導内容をみると，

勤務の６割を直接指導が占め，主に子ども集団

に対応する形式をとっている。勤務日の６時間

１３分が直接指導に費やされていることから，教

師ひとりあたりの８時間の勤務時間のなかで間

接指導のために残される時間はごく限られたも

のになるが，間接指導は勤務全体の４割を占

め，その内訳は教師が集団で行うものが３割，

表７　勤務日における休憩時間と時間帯別休憩取得状況
１発生回あたりの
平均休憩時間

１発生日あたりの
平均休憩時間全体平均

０：２１０：０６（休憩が発生した日数：３０日，９４勤務日のうちの発生率：３２％）１勤務日における
在校時間中の休憩 ０：１６（休憩が発生した回数：４０回）

０：１８０：０５（２６日，２８％）基準勤務時間中

０：１３（９回）子ども登校中

０：１６（５回）中間休み中

０：１１（４回）昼休み中

０：１７（２０回）放課後子ども下校後

０：１６０：０１（１１日，１２％）超過勤務時間中

０：１６（１１回）居残り残業中子ども下校後

表８　勤務日の在校中の１連続勤務時間

休憩だけでなく
仕事待機を一時中断
とした場合（１４４）

有給・仕事待機が
あった日を除く
（４３）

有給があった日を
除く
（６２）

休憩がなかった日の
１連続勤務時間
（６５）

１連続勤務時間
（データの個数：１１６）

６：１０９：５１９：４５９：３０７：３９平均値
１１：２０１１：２０１１：２０１１：２０１１：２０最大値
０：０５８：５０８：４５２：２００：２０最小値

注１）１連続勤務時間は，休憩時を仕事の中断として，その前後で連続して行われた仕事の所要時間を表す。また，有給があっ
た場合も仕事の中断とし，有給の時間は勤務時間に含まない。
注２）仕事待機を一時中断とした場合の１連続勤務時間では，仕事待機がはさまれることによって一連の仕事が一端は中断され
たとみなしている。仕事待機の時間自体は，前後のいずれかの連続時間に組み込んでいる。



個別に行うものが７割となっている。

　超過勤務は，子ども集団の直接指導と教師個

別の間接指導の形態で発生する日が多い。直接

指導の超過勤務は勤務日の９９％で発生し，個別

の間接指導は勤務日に９０％，非勤務日には５３％

の発生率だった。直接指導のために４９分の超過

勤務が生じていることから，基準勤務時間にた

いして子どもに直接対応しなければならない指

導課題の絶対量が多いといえる。間接指導は１

時間５０分の超過勤務になっており，そのうちの

９割を教師が単独で処理している。
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②　教育諸活動の時間配分と配置

　つぎに，表１０に勤務時間中の時間帯別に行わ

れた教育活動の所要時間を集計した。基準勤務

時間には，１勤務日あたり全体平均で学習指導

に４時間４１分，学級指導に１時間３９分，学校生

活指導に１時間２８分を要している。基準勤務時

間に行われる仕事の中心は子ども集団への直接

指導になっているが，三本柱の教育活動におけ

る間接指導もそれぞれ行われている。

　規定の休憩時間に渡って仕事が継続するのが

勤務日全般の特徴であったが，この時間帯は主

図３　１勤務日の勤務時間中の教育諸活動（全体平均）

学級直接,
1：32，15%

学級間接,
1：10，11%

学校生活直接, 
0：43，7%

学校生活間接, 
1：25，14%

学習直接,
3：58，37%

学習間接,
1：39，16%

学級間接,
0：04，8%

学校生活直接,
0：03，5%

学校生活間接, 
0：22，37%

学習間接,
0：31，50%

図４　１非勤務日の教育諸活動（全体平均）

表９　勤務時間中の指導時間（全体平均・発生率）
非勤務日の勤務時間勤務日の勤務時間

持ち帰り出勤超過勤務基準勤務
０：５６０：０５１：０１２：４０７：４９１０：２９指導

３％０：０３３％０：０３９９％０：４９１００％５：２４１００％６：１３直接指導
３％０：０３３％０：０３９９％０：４９１００％５：１０１００％６：００子ども集団

２％０：００２７％０：１３２７％０：１３子ども個別
５０％０：５８３％０：００５３％０：５８９４％１：５０１００％２：２５１００％４：１５間接間接

３７％０：１１８８％０：５６８９％１：０９教師集団
５０％０：５８３％０：０２５３％０：５８９０％１：３９９５％１：２８９９％３：０６教師個別

表１０　時間帯別の活動時間（全体平均・発生率）
非勤務日の勤務時間勤務日の勤務時間

持ち帰り残業出勤残業持ち帰り残業居残り残業早出残業休憩中超勤基準勤務
０：５６０：０５１：０１０：３８０：１５０：４４７：４９教育活動

３０％０：２８３％０：０２４８％０：３２３３％０：１３２８％０：０７１９％０：０３１００％４：４１学習指導
１％０：００３％０：００９９％３：５７直接

３０％０：２８３％０：０２４８％０：３２３３％０：１３２７％０：０６１６％０：０２７２％０：４３間接
８％０：０４１６％０：０６４０％０：１２１９％０：０３９８％０：４０１００％１：３９学級指導

１５％０：０２９８％０：４０１００％０：４９直接
８％０：０４１６％０：０６４０％０：１２４％０：００６６％０：５０間接
２３％０：２２３％０：０３２７％０：２２４１％０：１２１７％０：０５７％０：００９６％１：２８学校生活指導

３％０：０３７％０：０１１０％０：０４４％０：００４７％０：３７直接
２３％０：２２２７％０：２２３６％０：１０９％０：０１３％０：００８９％０：５０間接



に直接の学級指導にあてられている。授業時間

以外にも，給食や清掃などの生活指導を通じて

子どもに責任を負っている学級担任は，休憩時

間だからといってその場を離れるわけにはいか

ない。このように学級指導で子どもに直接に対

応している合間のごく短い時間にも，学習指導

や学校生活指導の準備処理をこなす日がある。

　直接指導のなかでも時間配分の大きかった学

習指導は，その準備処理にも時間がかかり，勤

務日だけでなく非勤務日を含めた勤務時間中の

あらゆる時間帯に組み込まれている。間接指導

の残業時間をまとめた表１１をみると，学習指導

の残業時間に占める割合が高くなっている。ま

た，間接的な学級指導は在校中に終えられる日

が多く，持ち帰りになる日が少ないのにたいし

て，学習指導と学校生活指導は持ち帰りになる

日が多くなっている。とはいえ，どの指導も発

生日平均でみれば所要時間は長くなっており，

それぞれの間接指導に取り組むためにはある程

度のまとまった時間が必要なことがわかる。非

勤務日には，間接指導のなかでも学習指導と学

校生活指導を処理するのに時間を要している。

③　教師が集団と単独とですすめる仕事

　先に，規定休憩時間中に直接指導の超過勤務

が発生する以外は，残業時間中に処理される仕
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事の主な内容は教師が個別で分担している間接

指導であること，そして，とりわけ学習指導の

ための準備・処理の発生率が高く，所要時間も

長いことを指摘した。しかし，教師の超過勤務

は単に個別の間接指導に時間がかかることによ

って発生しているわけではない。

　前傾図１に載せたワークシートの記録事例に

は，勤務日における仕事の進行の様子が端的に

表されている。まず，出勤してから授業が始ま

るまでの間に短時間の打ち合わせと子どもの指

導，そのための準備が交互に入っている。授業が

始まって以降の子どもが登校している間に，教

科だけでなく学級や委員会，行事の指導を次々

とすすめながら，その合間に会議や打ち合わせ

が入り，さらにその合間を縫うように準備や事

後処理をこなしていく。夕方には所定の退勤時

刻後まで会議が延長し，準備・事後処理は持ち

帰りになっている。このように，学校にいる間

には子どもの直接対応はもちろん，会議や打ち

合わせなどの教師の集団的な仕事が入っている。

　教師が集団で行っている校務は，前掲表５に

ある学校教育活動２２項目のうち学習指導関連の

「３ 会議・打ち合わせ」，学級指導関連の「８

会議・打ち合わせ」，学校生活指導の「１６会

議・研究」に該当する。これらの会議・打ち合

わせが基準勤務中に発生する割合は８７％，在校

表１１　間接的な教育活動の残業時間
非勤務日における間接指導の残業時間勤務日における間接指導の残業時間

持ち帰り残業出勤残業持ち帰り残業在校残業
発生日平均全体平均発生日平均全体平均発生日平均全体平均発生日平均全体平均
１：５３０：５６１：３００：０２１：３１１：０１０：５３０：４５間接的な教育活動
５０％３％６７％８５％発生率
１：３６０：２８１：３００：０２１：０８０：３２０：３６０：１９学習指導

５１％１００％５４％４３％構成比
１：０２０：０４０：４００：０６０：３２０：１３学級指導

８％１０％３０％構成比
１：４１０：２２１：２３０：２２０：２９０：１２学校生活指導

４０％３６％２７％構成比

注）休憩中の超過勤務を除く。



残業中は３６％であり，協同遂行が必須となる集

団組織的な校務をまわす時間が足りていない状

況がある。このように，１勤務日のうちに教師

集団で行われる教育活動が入ると，基準勤務中

から残業時間中にかけて校務で拘束される時間

が増えるため，個々の教師が子どもや同僚と時

間や場所を一緒にしなくても済ますことのでき

る個別の仕事は後回しになる。

　前傾表５の記入事例を参照するとわかるよう

に，教師が個別で行う準備処理には，連日の直

接指導や校務のために，その日のうちか数日中

には済ませておかなければならない内容のもの

が頻出する。つまり，教師が集団で組織的に行

う間接指導が在校時間中にある勤務日には，在

校している間に個別の準備処理に振り向けられ

る時間が短縮されてしまう。こうして後回しに

なった仕事は長期的に先延ばしできるような内

容ではないため，教師が準備処理をこなそうと

すれば，在校残業を長引かせるか持ち帰り残業

を増やさざるを得なくなる。

　ここまでに，長時間勤務が発生する傾向的特
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徴を指摘してきた。「１ 授業」と「６ 学級生

活」は，勤務日における所要時間が長く，時間

変動もほとんどないことから，たいていの教師

が毎日時間をかける仕事になっている。しか

し，それら以外の２０項目に関しては日によって

ばらつきが大きかった。時間負担の大きい特定

の教育活動があるのかどうかについて表１２を参

照しながら確認する。

　まず，学習指導の「４ 準備」，「５ 事後処理」

は発生率が高く，どの教師にとっても時間を要す

活動になっている。しかし，そのなかでもさらに

長時間になる日があることから，どの程度の時

間をかけるかに教師の裁量があると考えられる。

　他方で，発生率は低いもののとりわけ所要時

間が長くかかっている活動がある。「３ 会議・

打ち合わせ」と「１９学外研修」は，担当教師の

負担が大きい。直接指導では「２ 補習」，「１４

部活（授業外）」，「１５緊急避難」の所要時間の

変動が大きかった。

　とりわけ，個別補習を行うかどうかについて

は，子どもの学習状況にたいする教師の判断や

表１２　活動別所要時間
非勤務日勤務日

発生率発生日平均平均値発生率発生日平均平均値
９９％３：４９３：４７授業１
２０％０：５４０：１１補習２
１１％２：３２０：１６会議（学習）３

３０％１：１００：２１６６％１：０５０：４２準備（学習）４
１３％１：２００：１０６１％１：０６０：４０事後処理（学習）５

１００％１：３１１：３１学級生活６
５％０：１９０：０１個別学級生活７
４５％１：１２０：３２会議（学級・学年）８
２％０：３７０：００日常交流９

３％０：３００：００２２％１：２３０：１８保護者対応１０
３％０：３６０：００３４％０：４１０：１４準備後処理（学級・学年）１１
３％２：０００：０３１３％０：３５０：０４学級事務１２
３％２：０５０：０３４６％１：１７０：３５学校生活１３

１１％１：０３０：０６部活（授業外）１４
３％０：３８０：０１緊急避難１５
７３％０：２６０：１９会議（学校運営）１６
１％０：２００：００日常交流１７

１０％１：３７０：０９３４％１：１８０：２６校務分掌１８
４％３：２８０：０８学外研修１９

８％０：４８０：０３２６％０：４７０：１２その他の校務２０
８％２：０６０：０９２３％１：０４０：１５行事準備処理２１

２７％０：１２０：０３仕事待機２２



学習指導における教育実践の裁量があると考え

られる。また，緊急避難的対応は普段の仕事の

すすめ方が一変する点で，教師の負担が大きく

なる活動である。調査票の記録にも，子どもの

安全管理において即応しなければならない状況

が発生した事例があった。下校指導中に児童の

事故が発生し，教師は児童を病院に連れて行く

ことになった。その間は他の子どもの指導を中

断せざるを得ないし，放課後の会議の開始時刻

が遅延し，準備処理の仕事も後回しになった。

緊急避難的対応が求められる際には教師が当該

の子どもにかかりきりになるため，通常のよう

に子ども集団の指導とそれ以外の仕事を交互に

織り交ぜながら，あるいは複数の仕事を同時併

行的にすすめることができなくなる。

　また，特別活動にかかわる仕事もばらつきが

ある。特に実施期間中は主任や担当委員の負担

が大きくなるが，年間を通じて何かしらの行事

で学校が動いていることを想定すると，どの教

師にとっても実施や準備処理の繁忙期があると

考えられる。

３超過勤務の発生要因

　教師の１週間における超過勤務の発生につい

て，時間的経緯を析出すれば以下のようにまと

められる。勤務日の在校中に直接指導と間接指

導が行われるが，指導課題が８時間の基準勤務

時間内で済まされない場合に，まず，４５分の休

憩が取得されずに仕事が続けられる。それによ

り，１連続勤務時間が長引き時間的な過密勤務

が生じる。さらに，指導課題が規定の勤務時間

内に済まない場合に，在校残業，持ち帰り残

業，非勤務日の超過勤務が生じる。

　このような超過勤務の発生要因を教師の諸活

動と勤務時間の関係から整理すると，第１に，
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教師ひとりあたりの勤務時間のなかで直接指導

に要す時間が長い。学校で子どもが学習し生活

する上で教師が責任を負う最低限の時間量は，

教科等と特別活動の授業時数として学習指導要

領に定められている。総授業時数を教師の勤務

時間としてみれば，その時間量は子どもの直接

指導のための所定時間となる。さらに，学校給

食にかかわる時間と子どもの休み時間は授業時

数に含まれていないが，各学校において定めら

れるものとされているため，現状では学級担任

が子どもに責任を負う所定の時間となっている。

　第２に，学校運営が組織化され，教師が集団

で仕事をするのに時間を要す。集団組織的な運

営が必要となる仕事は，教師が在校している間

に行われなければならない。さらに，組織化さ

れた学校運営のなかで，それぞれの教師は主任

や担当委員の業務を分担している。それらの仕

事が在校残業や持ち帰りに持ち越され，超過勤

務が発生する。

　第３に，直接指導をすすめるために個別の教

師が準備したり処理しなければならない間接指

導時間が不足することによって超過勤務が発生

する。教師が単独ですすめる仕事が基準勤務時

間内に処理しきれなければ，在校残業が生じる

し，在校中に仕事を終えられなければ持ち帰り

残業になる。

　第４に，教師の勤務時間管理にたいする制度

的な保障が欠如していることが超過勤務の発生

要因となっている。休憩の未取得に象徴される

ように，学校での超過勤務が常時あるなかで生

活時間が削られている教師は，４５分間の休憩を

とるために学校にいるよりは早く帰宅すること

を優先する。教師がすこしでも在校時間を短縮

しようとすれば，休憩時間が削られることにな

るのである。



　勤務時間をどのように管理するかは学校現場

に委任され，仕事の総時間と分担は超過勤務が

発生しない時間内に納めるよう各学校で工夫さ

れなければならないことになっている。しか

し，週五日制のなかで子どもが登校している間

に教師が直接に対応しなければならない時間の

規定の勤務時間に占める割合が増えている現状

では，学校現場における勤務時間管理は超過勤

務を抑止するようには機能していないといえる。

おわりに

　日本の学校教育が学習と学級・学校生活を組

み合わせて編成されているのに対応して，教師

の指導も教科に限定されない広範な内容をもっ

ている。教師の教育活動は，直接に子どもと対

峙する時間だけでなく，そのための準備や事後

処理を含めた活動の過程があることによって実

現する。教師は協同の業務として学校を運営す

るとともに，単独で仕事をまわしながら間接指

導を行っている。本稿では，以上のような教師

の仕事において休憩の未取得，在校残業，持ち

帰り残業の形態で発生する超過勤務の実態を確

認し，超過勤務を含めた勤務時間のなかで教育

諸活動が複雑に構成され，遂行の過程に対応し

た時間の構造をもちながら教師の仕事が成り立

っていることを明らかにした。

　教師にとって１日８時間で仕事をやり終える

には時間が不足していることが多忙を深刻にす

る。基準勤務時間内に処理する直接指導が多け

れば間接指導をやり遂げる時間が足りなくな

り，間接指導をこなそうとすれば超過勤務が増

えていく。また，これまでの教育活動を前提に

しながら新しい業務に取り組むことは勤務のさ

らなる長時間化に直結する。したがって，教師
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ひとりあたりの勤務日における直接指導の時

間，そのなかでも学習指導の時間を短縮するこ

とができれば，基準勤務時間中の直接指導を減

らして間接指導のための時間を増やすことが可

能になる。そのためには教員数の増加という教

育条件の整備が不可欠であるが，長時間勤務を

規制するためにはなおいくつかの課題があると

思われるのでその点を整理したい。

　教育活動の内容と時間配分，それらの配置関

係を精査するという本稿の集計作業が提起する

ことは，教師の勤務時間の計測可能性である。

長時間勤務がもたらす労働安全衛生上の問題が

指摘されながらも，その規制が課題にされなか

った背景には，教師の仕事を時間量で計るのは

なじまない，多忙と勤務時間の長さは関係ない

と考えられてきたことがある。しかし，教師の

仕事を分析すれば，子どもの登校時に行われる

指導とそれを成り立たせるのに必要な準備・処

理，教師が集団で遂行する校務や分担する校務

にかかる時間を確認することは可能であるし，

恒常的な超過勤務が多忙の一面を表しているこ

ともわかる。

　とはいえ，労働時間規制にもとづいて就業時

刻と休憩時刻が定められながらも，これまで教

育委員会・学校管理職による勤務時間管理が厳

密には働かず，超過勤務を発生させることにな

ったのはなぜだろう。

　広範な教育諸活動をどのように段取りづけて

すすめていくかといった仕事の遂行のあり方に

ついて，学校現場での時間の割り振りが教育行

政によって細かく指示管理されてこなかったこ

とは，一面では，授業や生活指導，学校運営な

どの時間の割り振りを学校現場が自律的に行う

なかで教育活動のすすめ方とそれに対応した勤

務時間の構造をつくりだし，教育実践の一定の



力量を維持する仕事のしくみを形成してきた。

しかし他面では，残業や持ち帰りをこなすこと

が教師のふるまいとなり，長時間勤務をつづけ

させることになっている。

　こうした事態について，法定の勤務時間にた

いして過大な仕事量があること，学校現場での

時間数の割り振りがあることをみないままに，

教職の特殊性に依拠して長時間勤務の要因を説

明すれば，教育実践の裁量を勤務時間にたいす

る裁量に置き換えることになる。つまり，授業

や学級・学校生活の時間数と学校運営組織のな

かで割り振られた校務は，明示的な強制がなか

ったとしても，個別の教師のレベルでは時間短

縮できない，優先的に時間配分しなければなら

ない職務であり，そうした仕事をこなすことを

前提に教育実践の裁量が発揮されてきた。

　したがって，長時間勤務は教師が残業になっ

ても仕事を継続することに立脚する学校教育の

問題であり，過大な仕事量が割り振られた上で

教育活動の内包する裁量が発揮された結果の現

象といえる。そこに「自己犠牲的」「献身的」教

師像が教師に内面化される根拠があるように思

われる。

付記
　調査票を提供いただいた京都市教職員組合に心よ
りお礼申し上げる。なお，本稿の集計結果に関する
責任の一切は筆者にある。

注
１） 教員負担の軽減と学校経営の効率化を志向す
る調査研究を含んだ事業は既に実施されている。
たとえば「新教育システム開発プログラム事
業」における「教員の事務負担を軽減し，学校
経営を確立する効率的・効果的な事務処理体制
の在り方に関する研究」や「教員の業務の多様
化・複雑化に対応した教員配置制度の設計」。
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２） 油布（１９９５）２０２頁。
３） 京都市教職員組合は１９９４年に超過勤務調査を
実施した後に２０００年以降も毎年度調査を継続し
ており，「京都市教組」にて主に超勤時間と休
憩時間に関する集計結果を報告している。

４） たとえば文部科学省の２００６年調査では，３０分
間隔で２２項目の活動内容がマークシートに選択
記入された。このように調査者によって設定さ
れた活動項目を対象者が選択するのにたいし
て，本稿の調査集計では対象者の記入内容を集
計者が活動分類する必要がある。

５） 同時並行して複数の仕事を行っていた場合
は，実線内の所要時間を等分してひとつの業務
にかかる時間を算出した。

６） 筆者の手元にある小学校教員の調査票は３７名
分である。そのうち調査期間が同じものが３３あ
った（除外したのは日付違い３，属性不明１）。
この調査票は対象者の回答負荷が大きい設計に
なっており，記入例が示されているとはいえど
のような記入を行うかは対象者に大きく依存す
るため実際の記入の仕方にはばらつきがみられ
る。３３の調査票のうち範例とは記入方法が異な
るため読み取りができなかった６名分を除外
し，有効な調査票数を２７名分で確定した。内訳
は，普通学級担任２０，養護学級担任２，担任な
し２，担任の有無が不明１，持ちコマ数が不明
２である。なお，一連の調査の設計や実施に筆
者は携わっていない。集計に関しても，教育活
動の時間分析を行う目的から調査実施者とは別
途の結果を本稿ではまとめている。

７） １９９２年調査の対象者は３０代後半から４０代前半
の占める割合が多く，全体の８割が有配偶者，
１９９７年調査では３０代後半が多く７割以上が有配
偶者である。

８） 同調査の再分析結果の詳細については，東京
大学（２００８），国立教育政策研究所（２００９）を参
照。

９） 労働基準法第３２条ならびに第３４条。
１０） 京都府条例第２８号教職員の給与等に関する条

例第３２条第１項ならびに第３４条，京都府教育委
員会規則第１４号府費負担教職員の勤務時間等に
関する規則第２条，京都市教育委員会規則第１号



京都市立小学校，中学校及び養護学校の教職員の
勤務時間等に関する規則第２条ならびに第３条。

１１） ただし，勤務時間規定の制定は各学校（校
長）に委任されている。校長は「勤務時間の割
り振りを変更することができる」ことから，休
憩の実際の運用は「後取り」に振り替えられる
ことがある（京都市教育委員会規則第１号京都
市立小学校，中学校及び養護学校の教職員の勤
務時間等に関する規則第２条第２項）。

１２） 例えば，行事や部活などの特別活動のために
通常よりも早い出勤になる日があったが，こう
した場合は早出と認識されている可能性があ
る。しかし，朝に教室で登校する学級児童を迎
える，その日の指導の準備をするために職朝よ
りも早く出勤するなどの場合は，教師が各人の裁
量によって出勤時刻を早めていると考えられる。

１３） 「指導」という言葉は子どもとの関係におい
て既に直接性を表していると思われるが，子ど
もがいる場所で子どもにたいして直接に働きか
ける仕事と，その指導を成立させるためにそれ
以外の時間や場所で行われる仕事を区別するた
めに「直接指導」と「間接指導」を用いる。

１４） 教育課程編成が子ども集団を前提にしている
ことから，直接指導の分類名に「集団」を用い
るが，集団指導は実際の教育実践において集団
を介した個別指導を含んでいると考えられる。
また，教師集団の仕事を遂行するにあたって
は，教師は集団の一員であるだけでなく，参加
が不可欠の一員としてその仕事の時間調整を優
先的につけなければならない。

１５） 「私的な資質能力向上」については，教育・
児童心理などの読書や教育研究集会への参加な
どの記入が複数みられたが，今回はそうした行
動の位置づけや活動内容が確認できないことか
ら集計しなかった。

１６） 調査票自体は２４時間の記入を原則に設計され
たようであるが，対象者によって出勤前・退勤
後の記入の有無や記入の仕方にばらつきがある
ため，通勤と生活時間の集計はできないと判断
し，学校教育にかかわる教師の諸活動を時間集
計することにした。

１７） １週間のうち持ち帰りが１日は１名，３日が
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２名，４日が４名，５日が９名，６日が２名，
７日が１名であった。

１８） 原則として，出勤から退勤までの記入がある
ものを集計対象にしたが，勤務日１００件のうち，
教育活動の詳細な内容が判読できなかった６日
分を記入不備として除外した。

１９） 調査週は週末が３連休で，翌週の月曜休日に
持ち帰り残業をまわした教師もいた。
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Abstract: The purpose of this paper is to analyze the relationship between the working hours and 

the content of educational activities based on the result of researching 20 homeroom teachers’ 

working hours at intervals of 5 minutes, and to clarify the realities of their overtime work. If a 

teacher’s work cannot be processed within the eight hours of the school day, it causes not only 

overtime work in the school but also take-home work, and these are carried over on non-work 

days. Due to lack of rest time, and meetings with colleagues after school, elementary school 

teachers tend to postpone their preparation work, and to take it home. Also teachers are required 

to spend a lot of time on subject guidance and preparation, but the time for preparation and 

processing during regulated working hours decreases as time spent educating children increases, 

and overtime hours increase.

Keywords: public elementary schools in Kyoto, homeroom teacher, long working hours, unpaid 

overtime work, intensification of teachers’ work
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